
外部環境の状況、変化  自社の苦情対応プロセスの現状と課題 JIS Q 10002導入の目的と準備項目 トップの役割
　（『自社評価シート』を各社の状況に （各社の状況に合わせて記入）

　　　 　『業界の動き』 　合わせて記入）  ・JIS Q 10002の導入承認
事例として  ・社内に対するトップのコミットメント

 ・企業の不祥事の多発と 記入事例 目的  ・お客様対応/苦情対応基本方針の
　消費者の企業不信  ・お客様対応方針が未公開  ・社員のCS意識の向上を推進し、企業と 　公表（社外）
 ・特に食品業界での安全･安心･  ・社内規程ができていない 　お客様の良好な関係を築くため  ・経営資源の有効な配備
　表示の問題  ・お客様対応に関する監査機能がない  ・相次ぐ企業の不祥事等の報道により  ・内部監査の実施と結果確認
 ・日本経団連『企業行動憲章ー  ・お客様対応満足度調査をしていない 　お客様の企業に対する不信感が増して  ・マネジメントレビューの定期的主催
　ISO 26000/JIS Z 26000（社会的  ・お客様重視･法令遵守倫理観の欠如 　いる中、お客様対応部門の強化と進む  ・JISQ10002自己適合宣言

　責任）への対応』改訂版 　（確立なき企業は市場から淘汰される） 　べき方向を明確にするため JIS Q 10002導入効果
 ・トップが主催するお客様対応に関する
　審議会機能がない 準備事項  ・対応レベルの向上、安定化、均一化が

 ・企業の透明性を訴え、お客様の信頼を 　進んだ
　構築する  ･社員のお客様志向の意識が向上した

　　　　『主な行政の動き』  ・市場メカニズム重視の社会⇒自主規制  ・お客様の声を品質改善につなげる 
 ・ISO/JIS Q 10002 国際規格に準拠した 　「しくみ」ができ、品質改善活動が

 2002年 内閣府『消費者に信頼 　お客様対応の社内規程の整備 　活発になった
  される事業者になるためにー自主  ・お客様満足度向上によりロイヤリティの  ･内部監査やトップの報告等の「しくみ」
  行動規準の指針』 　高いお客様を維持拡大 　ができ、業務の継続性、効率化、安定化
 2003年 食品安全基本法の制定 　が実現した
 2004年 『消費者保護基本法』から 　  ･お客様や取引先からの評価と信頼性

  『消費者基本法』への改正 　が向上した
 2005年 JIS Q 10002発行 JIS Z 26000（社会的責任）とは JIS Q 10002（苦情対応ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ）とは  ･お客様の声にトップの関心が高まり、
 2005年 個人情報保護法施行 　トップへの説明機会が増えた
 2006年 消費者契約法改正 ●社会的責任の７つの中核主題を含む ●お客様満足を目指したお客様対応/苦情対応  ･お客様対応部門の社内での
　（消費者団体訴訟制度） 　①組織統治　②人権　③労働慣行　 　に関する唯一の国際規格 　ポジションが向上した

 2006年 公益通報者保護法 　④環境　⑤公正な事業環境 ●トップが方針を示し、公表
 2009年 消費者庁設置 　⑥消費者課題 ●方針及びJIS Q 10002規格に準拠した社内 規格への適合性の表明方法
 2016年 消費者志向経営の促進 　 「苦情及び紛争の解決」 　体制や社内規程・手順書等を整備し、それに ・自己適合宣言

　　JIS Q 1000１､JIS Q 10002､JIS Q 10003 　基づいた運営をし、お客様の声に対し、お客様 　組織自らが規格への適合性を判断し、
　　　　『消費者の動き』 　　での対応 　満足に向けた活動を行う 　適切であれば「自己適合宣言」を行う

　⑦コミュニティへの参画及びコミュニティの ●内部監査や満足度調査を行い、トップに報告 　（認証費用は不要）
 ・企業の不祥事や事故後の対応の不備 　　発展 　し、トップが主催するお客様対応に関する報告・ ・第三者意見書
 　による、消費者の事業者に対する不信 　審議会を定期的に実施し、継続的改善と 　第三者意見書（ACAPなどから）を追加
 ・消費者の権利意識の高揚 　お客様満足を図る 　支援情報として「自己適合宣言」を行う
 ・消費者市民社会の形成 　（費用は要相談）
 ・SNSの普及 ・第三者認証

　認証機関などから「認証」を取得する
　（認証費用は必要）

※ 内容は基本的な事例です。各社の実態に合わせて記入内容をご検討願います。 © 公益社団法人消費者関連専門家会議

　　　　　　　　　　ISO 10002/JIS Q 10002に準拠した苦情対応マネジメントシステム導入にあたってのトップへの説明資料（以下 JIS Q 10002とする）


